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あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」による治水対策について 
 

 

１．背景 

・ 近年、全国で激甚な水害が頻発しており、さらに今後、気候変動による降雨量の増大が予

測されるなど、気候変動による水災害リスクが増大している。 

・ このため、令和２年７月、国土交通省は「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」を取り

まとめ、公表。その主要施策として「流域治水」への転換を推進し、防災・減災が主流とな

る社会の実現を目指す、との方針を示した。 

 

２．流域治水の概要 

・ 河川管理者が主体となって行う治水対策に加え、河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、

流域全体で水害を軽減させる治水対策が「流域治水」である。 

・ 地域の特性に応じ、以下の対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。 

 

 
図.流域治水の施策のイメージ（R2.10.28 流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議資料） 

 

３．取組の進め方 

 (1) 流域治水協議会の設置 

各水系において国、県、市町村等の関係者による「流域治水協議会」を設置し、被害の防

止・軽減に資する流域における対策を検討し、密接な連携体制を構築する。 

(2) 「流域治水プロジェクト」の策定・公表 

あらゆる関係者と協働して推進する「流域治水」の内容を住民にわかりやすく提示するた

め、流域治水の全体像を示した「流域治水プロジェクト」を策定、公表する。 

 (3) 治水計画の見直し 

河川の洪水防御に関する降雨等を定めた河川整備基本方針や河川整備計画の見直しを行

い、気候変動に対応できる新たな治水計画に転換する。 

【資料１】 
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４．本県の取組状況 

 (1) 流域治水協議会の設置状況 

  ・ 本県においては、北上川水系及び馬淵川水系（一級水系）、小本川水系（二級水系）の

３水系で流域治水協議会を設置済である。 

  ・ 令和３年５月末現在、久慈川水系、閉伊川水系、甲子川水系、気仙川水系の４水系につ

いても、協議会設置に向け、調整を進めているところ。 

 

(2) 「流域治水プロジェクト」の策定・公表状況 

  ・ 令和３年３月 30 日、北上川水系及び馬淵川水系（一級水系）、小本川水系（二級水系）

の３水系で、「流域治水プロジェクト」を策定・公表した。 

・ 同日に流域治水プロジェクトを策定したのは、全国 109 の一級水系全て、全国 12 の二

級水系である。二級水系では、小本川水系が東北地方で唯一の策定となった。 
 

表. 岩手県内における流域治水協議会の概要（令和３年５月末時点） 
流域治水協議会 構成員 開催実績 

北上川水系（北上川上流）流

域治水協議会 
国：岩手河川国道事務所長、北上川ダム統合管理事務所長 

  北上土地改良調査管理事務所長、盛岡森林管理署長 

（国研）森林研究・整備機構 森林整備センター 東北北海道整備局長 

県：岩手県（農林水産部長、県土整備部長） 

市町村：盛岡市長等（15市町長） 

R2.9.16設置 

R3.2.10 

R3.3.30プロジ

ェクト策定 

馬淵川水系流域治水協議会 国：青森地方気象台長、青森河川国道事務所長 

  北奥羽土地改良調査管理事務所長、三八上北森林管理署長 

（国研）森林研究・整備機構 森林整備センター 東北北海道整備局長 

県：青森県（農林水産部長、県土整備部長、危機管理局長） 

  岩手県（農林水産部長、県土整備部長） 

市町村：八戸市長等（青森県内：６市町村長、岩手県内：５市町長） 

R2.9.18設置 

R3.2.18 

R3.3.30プロジ

ェクト策定 

小本川水系流域治水協議会 県：沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター所長 

  沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター林務室長 

  沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター所長 

市町村：岩泉町長 

R3.2.5設置

R3.3.30プロジ

ェクト策定 

 

一級水系

二級水系

閉伊川

盛川

簗川

砂鉄川

砂鉄川

中津川
雫石川

北上川

主な県管理河川
国管理河川

和賀川

胆沢川

豊沢川

夏川

人首川

猿ヶ石川
猿ヶ石川

早瀬川

馬淵川

松川 北上川

猿沢川衣川

米代川

小本川

鵜住居川

小鎚川
大槌川

関口川

瀬月内川

雪谷川

大川

津谷川

曽慶川

安比川

北上川水系（北上川上流）
流域治水協議会

馬淵川水系流域治水協議会

夏井川

久慈川

長内川

津軽石川

甲子川

気仙川
大股川

矢作川

久慈川水系
流域治水協議会（仮）

小本川水系
流域治水協議会

閉伊川水系
流域治水協議会（仮）

甲子川水系
流域治水協議会（仮）

気仙川水系
流域治水協議会（仮）

馬淵川
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 (3) 治水計画の見直し 

  ・ 国土交通省は、平成 30 年４月に「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」を

設置し、水災害分野における気候変動適応策の検討を進めてきた。 

・ 令和３年３月に示された同検討会の提言（改訂版）では、世界の平均気温が２℃上昇し

た場合、本県では降雨量は約 1.1 倍、河川の流量は約 1.2 倍、洪水発生頻度は約２倍にな

るとされた。 

  ・ 令和３年４月 30 日、国土交通省はこの提言を踏まえて、水系ごとに、気候変動の影響

を考慮した治水計画への見直しを順次進めることを発表した。 

 

５．今後の進め方 

 (1) 流域治水協議会について 

  ・ 協議会設置済の小本川水系については、林野庁・森林整備センターの事業等を加えるほ

か、協議会に新たな構成員を加えるなど、策定済の「流域治水プロジェクト」の拡充を図

る。 

  ・ 久慈川水系、閉伊川水系、甲子川水系、気仙川水系の４水系についても、関係者と調整

を進め、流域治水協議会を設置する。 

  ・ その他の水系における協議会の設置については、全国の取組状況等も踏まえながら、今

年度、検討を行う。 

 

(2) 「流域治水プロジェクト」の策定・公表について 

  ・ 久慈川水系、閉伊川水系、甲子川水系、気仙川水系の４水系について、令和３年８月末

までに「流域治水プロジェクト」を策定・公表する。 
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【参考１】R3.3.30 流域治水プロジェクト策定・公表 国説明資料 

 
 

【参考２】気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会 提言改訂版（R3.3） 

 


